
 

 

 

保育提供体制の確保のための実施計画について 

 

 令和 6年 12月 20日、こども家庭庁が「保育施策の新たな方向性」をとりまとめ、こ

れからの保育政策については「量の拡大」から「質の向上」へ方向性を転換することが示

された。 

 

 これを受け、令和 7年 3月 27日付 こ成保第 247号 こども家庭庁教育局保育政策

課長通知にて、国が行う財政支援に関する新たな実施方針が示され、令和 8年度以降は、

補助事業の内、国が指定する事業（保育提供体制の確保のための財政支援の対象となる事

業）については、国への申請に先立ち、子ども・子育て会議等で確認・承認を得ることが

必要となった。 

 

 今般、国が指定する事業のうち、八尾市において実施する以下の事業について、令和 8

年度以降も継続実施するため、本会議に報告の上、確認をいただくもの。 

① 保育士宿舎借り上げ支援事業 

② 利用者支援事業（特定型） 

 

 

項目 資料 

（１）保育提供体制の確保のための実施計画 資料６-2 

（２）地域の課題に応じた保育提供体制確保のための対策 資料６-3 
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「地域の課題に応じた保育提供体制の確保のための対策」について 

 

１ 財政支援の対象となる事業 

① 保育士宿舎借り上げ支援事業 

② 利用者支援事業（特定型） 

 

２ 保育の現状における課題と今後取り組むべき内容 

① 課題 

・保護者の多様化する就労形態や就労時間の変化を踏まえ、教育・保育事業に対する

保護者ニーズに対応していくことが求められている。 

・保育ニーズの高まりに合わせて、保育士等の人材育成や確保、処遇改善や現場の負担

軽減を図りつつ、入所を希望する子どもの受け入れ体制を整備していく必要がある。 

・学びの連続性を踏まえ、幼保こ小の関係者が連携し、子どもの発達にとって重要な

遊びを通した質の高い幼児教育・保育を保障しながら、幼児教育・保育と小学校教

育の円滑な接続の改善を図ることが必要である。 

・多文化共生への対応や、障がい児保育支援体制の充実を進め、インクルーシブ保育

の理念の浸透や制度の理解を深める必要がある。 

 

② 今後取り組むべき内容 

・公民協働のもと、保育士確保・定着を図りつつ、既存の特定教育・保育施設の有効

活用を基本とする対策を行い、入所枠の確保を進める。 

・就学前教育・保育の質の向上に向け、公立園と私立園との連携・協力のもと、研

究・研修の充実を図るとともに、園における虐待等や不適切保育の防止及び発生時

の対応に取り組む。 

・障がいのあるなしにかかわらず、多様な子どもたちが、ともに育ちあう環境づくり

を進めるため、インクルーシブ保育の理念の浸透や制度の理解を図り、関係機関の

連携強化や職員体制及び研修制度の充実を図ることにより、子ども一人ひとりに応

じた就学前教育・保育の提供に取り組む。 

 

３ 財政支援を必要とする理由 

① 保育士宿舎借り上げ支援事業 

安心安全で質の高い就学前教育・保育の継続的な提供を実施していくうえで、保育

教諭の確保のための支援は必要不可欠であると考えるため。 

 

② 利用者支援事業（特定型） 

「こどもまんなか社会」の実現に向けて、妊娠・出産・子育て支援の充実や相談体

制の整備を充実するため、研修の実施や人員の確保が必要となるため。 

資料６-3 


